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１ はじめに 

福井県における近年の労働災害の発生状況を見ると、労働災害による死亡者の数（以

下「死亡者数」という。）の減少傾向は鈍化し、労働災害による休業４日以上の死傷者

の数（以下「死傷者数」という。）に至っては、ここ数年増加傾向を示している。 

また、労働災害発生率（死傷年千人率）が高い 60 歳以上の高年齢労働者が増加して

いるほか、中小規模事業場の労働災害の発生が多数を占めており、中小規模事業場を中

心に安全衛生対策の取組促進が不可欠な状況にある。 

職場における労働者の健康保持増進に関する課題については、メンタルヘルスや過重

労働への対応、労働者の高年齢化や女性の就業率の増加に伴う健康課題への対応、治療

と仕事の両立支援、コロナ禍におけるテレワークの拡大や化学物質の自律管理への対応

など多様化しており、現場のニーズの変化に対応した産業保健体制や活動が必要となっ

ている。 

さらに、化学物質による重篤な健康障害の防止や石綿使用建築物の解体等工事への対

策の着実な実施が必要となっている。 

そして、誰もが安全で健康に働くためには、労働者の安全衛生対策の責務を負う事業

者や注文者のほか、労働者等の関係者が安全衛生対策について自身の責任を認識し、真

摯に取り組むことが重要である。このような考えを広く浸透させる努力を引き続き行っ

ていくことも必要である。 

他方、これらの理念に反し、意図して安全衛生対策に取り組むことを怠り、労働災害

の発生を繰り返す事業者に対しては、罰則の適用も含めた厳正な対応を行っていく必要

がある。 

その上で、事業者が自発的に安全衛生対策に取り組むことが、事業者にとって経営や

人材確保・育成の観点からもプラスとなることを周知する等、事業者による安全衛生対

策の促進と社会的に評価される環境の整備が必要である。 

 このような状況を踏まえ、福井県内の労働災害を１人でも多く減らし、労働者一人一

人が安全で健康に働くことができる職場環境の実現に向け、国の定めた「第 14 次労働

災害防止計画」(以下「14 次防」という。)に基づき、2023 年度を初年度として、５年

間にわたり、福井労働局及び労働基準監督署（以下「労働局等」という。）、関係団体、

県内の事業者、労働者等の関係者が目指す目標や重点的に取り組むべき事項を定めた

「福井労働局 第 14次労働災害防止推進計画」をここに策定する。 

 

２ 福井県内の安全衛生を取り巻く現状と課題 

（１）死亡災害の現状と課題 

死亡者数については、「第 12次労働災害防止計画」（以下「12次防」という。）の期

間中は減少傾向で順調に推移し、平成 29年（12次防最終年）においては、福井県内

で過去最少の５人まで減少したものであるが、その後、「第 13 次労働災害防止計画」
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（以下「13次防」という。）の期間中においては増減を繰り返し、一概に減少してい

るとは言えない状況となっている。 

また、13次防期間中の死亡災害は、依然として、製造業及び建設業で多く発生して

おり、この２業種で全体の６割以上を占め、製造業では機械設備によるはさまれ・巻

き込まれ災害、建設業では墜落・転落災害によるものが、多く発生している状況にあ

る。 

このように、それぞれの業種の業務内容に起因する業種特有の災害が多くを占めて

いることから、引き続き、こうした死亡災害が多く発生している業種を中心に労働災

害防止対策に取り組むことが必要である。 

 

（２）死傷災害の現状と課題 

 死傷者数については、平成元年が 1,533 人、平成 24 年(「第 11 次労働災害防止計

画」（以下「11 次防」という。）の最終年)は 865 人、平成 29 年（12 次防最終年）に

は 817人となり、概ね減少傾向を維持してきたが、13次防期間中においては、令和３

年以降２年連続で増加し、令和４年（13次防最終年)には 2,159人と大幅な増加とな

った。 

当該増加の要因には、職場における新型コロナウイルス感染症の感染による労働災

害の増加が大きく影響しているものであるが、同感染による増加分を除いた数値で見

ても、令和４年は前年に比べて増加して 925 人となり、平成 29 年（12 次防最終年）

の 866人を大幅に上回るものとなっている。 

 令和４年の死傷者数について、新型コロナウイルスの影響を除いた数値 925人を業

種別の構成比で見ると、第三次産業が約 45.8％と全産業の半分近くを占めており、製

造業が約 24.9％、建設業が 13.7％、陸上貨物運送業が 11.4％、林業が 1.3％となっ

ており、近年、第三次産業の死傷者数の増加が目立っている。 

 また、事故の型別死傷者数では 13 次防期間中についても転倒災害が最も多く発生

しており、その背景として高年齢労働者の増加が考えられる。 

転倒災害はすべての業種に関わる労働災害であり、特に第三次産業に多く、製造業

においても、はさまれ・巻き込まれ災害と同程度に発生していることから、引き続き

転倒災害を防止する環境整備や防滑性に優れる靴の導入、高年齢労働者への配慮など

を指導していく必要がある。 

転倒災害以外で高年齢労働者の増加が影響を及ぼす事故の型として、動作の反動・

無理な動作によるものが、13次防期間中は増加傾向にある。 

特に介護施設において発生割合が高くなっていることから、介護労働者の身体的負

担軽減を図る介護機器の導入促進を図ることが必要である。 

これら労働災害は、経験年数３年以上の仕事に慣れてきた労働者による不安全行動

に起因する労働災害が増加してきている状況にある。 
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機械設備によるはさまれ・巻き込まれ災害においても、機械を停止せずに、労働者

自らが危険範囲内に立ち入ることにより発生したものや、労働者が携帯電話を操作し

ながら、あるいは小走りで移動したことによる転倒災害も多く発生していることから、

労働者の作業行動に起因する労働災害の防止を追求し、取組を推進することが必要で

ある。 

県内の業務上疾病の発生状況（平成 30 年から令和４年までの合計で新型コロナウ

イルス感染症を除く。）は、「腰痛」が 38.7％を占めており、13次防期間中の 36.2％

に比べて増加し、騒音性難聴、振動障害についても増加傾向にある。 

また、化学物質による疾病（がんを除く。）も毎年発生しており、今後においては

入手したＳＤＳ等に基づくリスクアセスメント等の実施及びその結果に基づく自律

的なばく露低減措置を実施しつつ、じん肺、騒音、振動といった古くから続く職業性

疾病対策についても引き続き徹底していく必要がある。 

夏季を中心に発生する熱中症については、13 次防期間中に屋内作業場において死

亡災害が発生していることから、夏季の屋外作業のみならず、高温多湿な屋内作業場

についても JIS 規格に適合した WBGT 値測定器による測定と、その結果に基づく必要

な措置を講ずることが重要である。 

 

（３）過労死等の防止等、労働者の健康確保を巡る現状と課題 

精神障害による労災支給決定件数は増加傾向にあり、死亡事案も発生していること

から、引き続きメンタルヘルス対策や過重労働対策の重点的取組が必要である。 

福井県内におけるメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合は、労働者数

20人以上の規模において 80％以上であることを確認しているが、20人未満の規模に

ついては低調であることから、今後においては、当該規模の事業場に対する取り組み

について指導を実施する必要がある。 

さらに、メンタルヘルス対策の一つとして、ストレスチェックにより労働者自身の

気付きを促すことが重要であるため、労働者数 50 人以上の規模の事業場に対する遵

守徹底を図ることはもとより、50 人未満の規模についても実施率を高める必要があ

る。 

また、過重な長時間労働やメンタルヘルス不調等により過労死等のリスクが高い状

況にある労働者を見逃さないため、長時間労働者への医師の面接指導、労働時間の客

観的な把握等、労働者の健康管理をより一層強化する必要がある。 

他方、福井県内において、脳・心臓疾患につながるリスクのある血圧や血糖、脂質

などを含めた労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の有所見率は 60.1％(令和４

年)と、全国平均値よりも高い状態が続いており、疾病のリスクを抱える労働者は増

える傾向にある。  
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このため、健康診断結果に異常の所見がある労働者については、医師からの意見を

聴取し、就業上の措置の的確な実施等を通じて、脳・心臓疾患を未然に防止する必要

がある。  

また、これらの疾病の有病率は年齢が上がるほど高くなり、労働人口の高齢化が進

む中で、疾病を抱えた労働者の治療と仕事の両立への対応の必要性が高まっていくも

のと見込まれている。  

その一方で、職場での対応は個々の労働者の治療状況等に応じて進めていくことが

求められるため、職場の支援の方法や医療機関等との連携について悩む事業場の担当

者も少なくない状況である。  

以上のことから、健康診断結果に基づく就業上の措置の的確な実施と労働者の治療

と職業生活の両立支援に取り組む企業に対する支援等を推進することが必要である。 

 

（４）化学物質等による健康障害防止を巡る現状と課題 

一定規模以上の事業場では化学物質のリスクアセスメントが実施されているが、中

小規模事業場においては、リスクアセスメントの実施が低調となっている。 

今後は、個別規制の対象外となっている危険性又は有害性等を有する化学物質に対

する自律的管理規制に関する法令が、今後、施行を迎えることもあり、特に中小規模

事業場に対するリスクアセスメントの実施等について取組の推進が必要である。 

化学物質のなかには、過去に福井県内で発生したオルト－トルイジンによる膀胱が

ん事案のように、重篤な健康障害を引き起こすおそれがあるものもあることから、労

働安全衛生関係法令に基づく化学物質のばく露防止措置、作業環境測定、特殊健康診

断に加えて、ラベル表示、リスクアセスメント及び同結果に基づく作業等の改善を一

層図っていくことが必要である。 

また、石綿のばく露による肺がん・中皮腫などの重篤な健康障害も発生しており、

耐用年数による推計で、2028 年頃に国内での石綿使用建築物の解体がピークを迎え

ることを踏まえた対策の強化が必要になってきている。 

さらに、これまで石綿にばく露した労働者の健康確保を推進する必要もある。 

 

（５）原子力発電所等を巡る現状と課題 

現在、県内では６か所 15 基（うち、７基は廃止措置）の原子力発電所等のうち、

４基が稼働し、数基の再稼働が予定されている。 

原子力発電所等における労働災害は、定期点検工事によるものや、トンネル工事な

どで発生していることから、廃炉作業、定期検査工事等に関わる工事関係者において、

機械設備、作業などに応じたリスクアセスメント及びその評価に基づくリスク低減措

置を実施する必要がある。 

また、今後、定期検査工事の再開、廃炉作業の本格化も見込まれることから、被ば

く線量管理、健康診断等健康障害防止措置の徹底を図る必要がある。 
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３ 計画期間 

  2023年度から 2027年度までの５か年を計画期間とする。 

 

４ 計画の目標 

県内の労働災害の現状と課題を踏まえ、労働局等、県内の事業者、労働者等の関係者

が一体となって、一人の被災者も出さないという基本理念の実現に向け、下記（１）の

項目を重点事項とし、重点事項ごとに具体的な取組を推進する。 

 また、下記（１）の重点事項については、一部を除き下記（２）のとおり指標を定め、

計画期間内にこれらの達成を目指すことにより、労働災害全体として、下記（３）の結

果の実現を期待する。 

 

（１）重点事項 

  ア 自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発 

  イ 労働者（中高年齢の女性を中心に）の作業行動に起因する労働災害防止対策の推

進（☆） 

  ウ 高年齢労働者の労働災害防止対策の推進（☆） 

  エ 多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進（☆） 

  オ 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進 

カ 業種別の労働災害防止対策の推進（☆） 

  キ 労働者の健康確保対策の推進（☆） 

  ク 化学物質等による健康障害防止対策の推進（☆） 

  ケ 原子力発電所等に対する労働災害防止対策の推進 

                  ☆印は、下記（２）の指標を設定した項目を示す。 

（２）指 標 

  ア アウトプット指標 

労働者の協力の下、事業者において実施される重点事項に係る取組の成果をアウ

トプット指標として定め、後記５に示す。 

イ アウトカム指標 

事業者が、上記アのアウトプット指標に定める事項を実施した結果として期待さ

れる事項をアウトカム指標として定め、後記５において、重点事項ごとに示す。 

 

（３）上記（２）の達成を目指すことにより期待する結果 

ア 死亡災害の根絶に向け、14 次防期間中の死亡者数の合計を 35 人以下（※１）

とする。 

イ 死傷災害について、近年の増加傾向に歯止めをかけ、2022年（925人）と比較

して、2027年の死傷者数を減少させる（※２）。 



- 9 - 

 

※１ 2022年の死亡者 10人を基点とし、毎年１人ずつ減少を図ることを想定した

合計人数（14次防期間中：９＋8＋7＋６＋５＝35人）。 

※２ 新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除いた件数での比較。 

 

（４）計画の評価と見直し 

計画期間の中間年である 2025 年度において、それぞれのアウトプット指標及びア

ウトカム指標の達成状況等について評価を行い、必要に応じて計画の見直しを行うこ

とにより、実情に応じた労働災害防止対策の推進を図る。 

 

５ 重点事項ごとの具体的取組 

（１）自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発 

  ア 安全衛生対策に取り組む事業者が社会的に評価される環境整備 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・ 安全対策や産業保健活動の意義を理解し、必要な安全衛生管理体制を確保し

た上で、事業場全体として主体的に労働者の安全と健康保持増進のための活動

に取り組む。 

・ 国や労働災害防止団体が行う労働安全防止対策に係る支援及び労働安全衛

生コンサルタントを活用し、自社の安全衛生活動を推進する。 

 

（イ）（ア）の達成に向けて労働局等が取り組むこと 

・ 誰もが安全で健康に働くためには、労働者の安全衛生対策の責務を負う事業

者や注文者のほか、労働者等の関係者が安全衛生対策について自身の責任を認

識し、真摯に取り組むことが重要である。また、消費者・サービス利用者にお

いても、事業者が行う安全衛生対策の必要性や事業者から提供されるサービス

の料金に安全衛生対策に要する経費が含まれることへの理解が求められるこ

とを、あらゆる機会を捉えて、周知啓発を図る。 

・ 安全衛生対策に取り組む事業者が社会的に評価されるよう、「安全衛生優良

企業公表制度」、「ＳＡＦＥコンソーシアム」のみならず、「健康経営優良法人

認定制度」等既存の安全衛生に関する取組の見える化を図る仕組みも活用し、

これらの制度や当該制度を導入する事業場を広く周知する。その際、対象事業

場の取引先になり得る発注者や求職者などが周知先となるよう、その周知方法

についても工夫する。 

・ 事業者の具体的な取組につながるよう、本計画に基づく個別の安全衛生対策

の周知においては、他の事業場の好事例について、事業場の業種や規模等に即

した個別具体的な取組も含めて周知するよう努める。 

・ 労働災害防止団体等が行う労働安全衛生活動に対して、必要な支援を行う。 
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・ 引き続き労働災害防止団体と連携し、労働安全衛生マネジメントシステムの

活用・普及促進を図る。 

・ 労働安全衛生コンサルタントの活用促進を図るため、そのメリット等につい

ての周知を図る。 

・ 安全衛生に係る施策を様々な機会を通じて積極的に周知する。 

 

イ 安全衛生対策におけるＤＸの推進 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・ ＡＩやウェアラブル端末等のデジタル新技術を活用した、効率的・効果的な

安全衛生活動の推進及び危険有害な作業の遠隔管理、遠隔操作、無人化等によ

る作業の安全化を推進する。 

・ 健康診断情報の電磁的な保存・管理や保険者へのデータ提供を行い、プライ

バシー等に配慮しつつ、保険者と連携して、年齢を問わず、労働者の疾病予防、

健康づくり等のコラボヘルスに取り組む。 

・ 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。）に基づく申

請等について、電子申請を活用する。 

 

（イ）（ア）の達成に向けて労働局等が取り組むこと 

・ 効率的・効果的な安全衛生活動及び作業の安全化の推進にウェアラブル端末

等の新技術の有効性が厚生労働省より示された際には、その活用について周知、

啓発を行う。 

 

（２）労働者（中高年齢の女性を中心に）の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進 

  （アウトプット指標及びアウトカム指標） 

アウトプット アウトカム 

・ 転倒災害対策（ハード・ソフト両面

からの対策）に取り組む事業場の割合

を 2027年までに 50％以上とする。 

 

・ 卸売業・小売業及び医療・福祉の事

業場における正社員以外の労働者への

安全衛生教育の実施率を 2027 年まで

に 80％以上とする。 

 

・ 介護・看護作業において、ノーリフ

トケアを導入している事業場の割合を

・ 増加が見込まれる転倒の年齢層別

死傷年千人率（※３）を 2027年まで

に男女ともその増加に歯止めをかけ

る。 

※３＝(1年間の死傷者数/1年間の平均労働者数) 

×1,000 

 

（年齢層）  （男）   （女） 

～29歳   0.130％  0.079％ 

30～39歳   0.441％  0.110％ 

40～49歳  0.438％  0.110％ 

50～59歳  0.586％  1.103％ 
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2023 年と比較して 2027 年までに増加

させる。 

60～69歳  0.679％  0.002％ 

70歳～   0.0002％  0.0002％ 

 

・ 転倒による平均休業見込日数を

2027年までに 40日以下とする。 

 

・ 増加が見込まれる社会福祉施設に

おける腰痛の死傷年千人率を 2022年

（0.233％）（※４）と比較して 2027

年までに減少させる。 

 

※４＝(1年間の死傷者数/1年間の平均労働者数) 

×1,000 

   ＝(13/557,000)×1,000 

   ≒0.233 ％ 

 

 

ア 労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・ 転倒災害は、加齢による骨密度の低下が顕著な中高年齢の女性をはじめとして、

極めて高い発生率となっており、対策を講ずべきリスクであることを認識し、そ

の取組を進める。 

・ 筋力等を維持し転倒を予防するため、運動プログラムの導入及び労働者のスポ

ーツの習慣化を推進する。 

・ 非正規雇用労働者も含めた全ての労働者への雇入時等における安全衛生教育

の実施を徹底する。 

   ・ 「職場における腰痛予防対策指針」（平成 25 年６月 18 日付け基発 0618 第１

号。）を参考に、作業態様に応じた腰痛予防対策に取り組む。 

   

イ アの達成に向けて労働局等が取り組むこと 

・  事業者が安全衛生対策に取り組まないことにより生じ得る損失等のほか、事

業者の自発的な取組を引き出すための行動経済学的アプローチ（ナッジ等）等

についての研究結果が取りまとめられた際には、その成果を広く周知する。 

・  「健康経営優良法人認定制度」等の関連施策についても周知を図るとともに、

転倒・腰痛防止対策の具体的メニューの提示する等により、事業場の取組の促

進を図る。 

・  ５Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔、しつけ）活動と、作業内容に適した防滑靴の

着用等の取組の促進を図る。 
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・  冬季無災害運動を実施し、冬季の積雪・凍結による転倒防止措置の周知を図 

る。 

・  労働者の腰痛予防教育の実施を推進する。  

・  介護職員の身体の負担軽減のための介護技術（ノーリフトケア）や介護機器

等の導入等既に一定程度の効果が得られている腰痛の予防対策の普及を図る。 

・  骨密度・「ロコモ度」・視力等の転倒災害の発生リスクの見える化の手法が厚

生労働省より示された際には、その周知を図る。 

・ 中高年齢の女性労働者に多い転倒災害の発生状況の周知や、第三次産業の業界

の実態に即した基本的労働災害防止対策の啓発ツール等が厚生労働省より示さ

れた際には、周知、啓発を行う。 

・  労働災害の防止に積極的に取組む県内事業場のほか、福井県、関係団体等を構

成員として設置した「福井県小売業ＳＡＦＥ協議会」及び「福井県介護施設ＳＡ

ＦＥ協議会」の運営を通じて、小売業及び介護施設における安全衛生に対する機

運醸成を図る。 

 

（３）高年齢労働者の労働災害防止対策の推進 

  （アウトプット指標及びアウトカム指標） 

アウトプット アウトカム 

・  「高年齢労働者の安全と健康確保の

ためのガイドライン」（令和２年３月

16日付け基安発 0316第１号。以下「エ

イジフレンドリーガイドライン」とい

う。）に基づく高年齢労働者の安全衛

生確保の取組（安全衛生管理体制の確

立、職場環境の改善等）を実施する事

業場の割合を 2027 年までに 50％以上

とする。 

・ 増加が見込まれる 60歳代以上の死

傷年千人率（1.836％）（※５）を 2027

年までに男女ともその増加に歯止め

をかける。 

 

※５＝(1年間の死傷者数/1年間の平均労働者数) 

×1,000    [コロナによるものを除く] 

   ＝(444/152,500)×1,000 

   ≒1.836 ％ 

 

 

ア 労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・  「エイジフレンドリーガイドライン」に基づき、高年齢労働者の就労状況等

を踏まえた安全衛生管理体制の確立、職場環境の改善等の取組を進める。 

・ 転倒災害が、対策を講ずべきリスクであることを認識し、その取組を進める。 

   ・ 健康診断情報の電磁的な保存・管理や保険者へのデータ提供を行い、プライバ

シー等に配慮しつつ、保険者と連携して、年齢を問わず、労働者の疾病予防、健

康づくり等のコラボヘルスに取り組む。 
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イ アの達成に向けて労働局等が取り組むこと 

・ 「エイジフレンドリーガイドライン」の周知啓発を行う。 

   ・ 「転倒防止・腰痛予防対策の在り方に関する検討会」における検討を踏まえ、

必要な転倒防止対策が厚生労働省より示された際には、その取組を進める。 

 

（４）多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進 

（アウトプット指標及びアウトカム指標） 

アウトプット アウトカム 

・ 母国語に翻訳された教材や視聴覚教

材を用いる等外国人労働者に分かりや

すい方法で労働災害防止の教育を行っ

ている事業場の割合を 2027 年までに

50％以上とする。 

・  外国人労働者の死傷年千人率

（0.005％）（※６）を 2027年までに

労働者全体の平均以下とする。 

 

※６＝(1年間の死傷者数/1年間の平均労働者数) 

×1,000    [コロナによるものを除く] 

   ＝(38/7,439)×1,000 

   ≒0.005 ％ 

 

 

ア 労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・ コロナ禍におけるテレワークの拡大等を受けて、自宅等でテレワークを行う際

のメンタルヘルス対策や作業環境整備の留意点等を示した「テレワークの適切な

導入及び実施の推進のためのガイドライン」（令和３年３月改定。以下「テレワ

ークガイドライン」という。）や労働者の健康確保に必要な措置等を示した「副

業・兼業の促進に関するガイドライン（令和４年７月改定。以下「副業・兼業ガ

イドライン」という。）」に基づき、労働者の安全と健康の確保に取り組む。 

   ・ 外国人労働者に対し、安全衛生教育マニュアルを活用する等により安全衛生教

育の実施や健康管理に取り組む。 

 

イ アの達成に向けて労働局等が取り組むこと 

・ テレワークや副業・兼業を行う労働者の健康確保のため、「テレワークガイド

ライン」や「副業・兼業ガイドライン」を引き続き周知する。 

・ 副業・兼業を行う労働者が、自身の健康管理を適切に行えるツール（労働時間、

健康診断結果、ストレスチェック結果を管理するアプリ）の活用促進を図る。 

・  障害を有する労働者の就業上の配慮の必要性について引き続き周知する。 

・ 外国人向けの安全衛生教育マニュアルや危険箇所の標識・掲示を推奨し、作業

の危険性の理解向上と不安全行動の防止を図る。 
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（５）個人事業者等に対する安全衛生対策の推進 

  ア 労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・ 有害物質による健康障害の防止措置を事業者に義務付ける法第 22 条の規定に

ついて、請負人や同じ場所で作業を行う労働者以外に対しても、労働者と同等の

保護措置を講ずることを事業者に義務付ける改正がなされ、令和４年４月に公布、

令和５年４月１日から施行されることから、当該改正省令に基づき、関係請負人

等に対しても、労働者と同等の保護措置を講じる。 

 

イ アの達成に向けて労働局等が取り組むこと 

・ 有害物質による健康障害の防止措置を事業者に義務付ける法第 22 条の規定に

ついて、請負人や同じ場所で作業を行う労働者以外に対しても、労働者と同等の

保護措置を講ずることを事業者に義務付ける改正がなされ、令和４年４月に公布、

令和５年４月に施行されることから、当該省令の内容についての周知等を行う。 

・ 「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」議論等を踏ま

え、今後、個人事業者等に対する安全衛生確保措置等に関して、更なる省令改正

等がなされた際には、当該省令等の内容について周知等を行う。 

 

（６）業種別の労働災害防止対策の推進 

ア 建設業対策 

（アウトプット指標及びアウトカム指標） 

アウトプット アウトカム 

・ 墜落・転落災害の防止に関するリス

クアセスメントに取り組む建設業の事

業場の割合を 2027 年までに 85％以上

とする。 

・ 建設業における死亡者数を 2022年

（３人）と比較して、2027 年までに

15％（１人）以上減少させる。 

 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・ 墜落・転落のおそれのある作業について、墜落により労働者に危険を及ぼす

おそれのある箇所への囲い、手すり等の設置、墜落制止用器具の確実な使用、

はしご・脚立等の安全な使用の徹底及び高所からの墜落・転落災害の防止に取

り組む。あわせて、墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り

組む。 

・ 労働者の熱中症や騒音障害を防止するため、「職場における熱中症予防基本

対策要綱」（令和３年４月 20 日付け基発 0420 第３号）に基づく暑さ指数の把

握とその値に応じた措置の適切な実施や、「騒音障害防止のためのガイドライ

ン」（平成４年 10月１日付け基発第 546号）に基づく作業環境測定、健康診断、

労働衛生教育等の健康障害防止対策に取り組む。 
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（イ）（ア）の達成に向けて労働局等が取り組むこと 

・ 依然として墜落・転落災害による死亡災害が多発していることから、これら

の根絶に向けて、より一層の墜落・転落災害防止対策の徹底を図る。 

・ 地震、台風、大雨等の自然災害に被災した地域の復旧・復興工事における労

働災害防止対策の徹底を図る。 

・ 建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成 28 年法律

第 111号）に基づき、国土交通省、福井県、関係団体等と緊密な連携の下に、

建設工事従事者の安全及び健康の確保に取り組む。 

・ 「職場における熱中症予防基本対策要綱」や「騒音障害防止のためのガイド

ライン」の周知・指導等の健康障害防止対策の推進を図る。 

 

イ 製造業対策 

（アウトプット指標及びアウトカム指標） 

アウトプット アウトカム 

・ 機械による「はさまれ・巻き込まれ」

防止対策に取り組む製造業の事業場の

割合を 2027年までに 60％以上とする。 

・ 製造業における機械による「はさま

れ・巻き込まれ」の死傷者数を 2022

年（48人）と比較して 2027年までに

５％（３人）以上減少させる。 

 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・ 「はさまれ・巻き込まれ」等による労働災害の危険性の高い機械等について

は、製造者（メーカー）、使用者（ユーザー）それぞれにおいてリスクアセスメ

ントを実施し、労働災害の防止を図ることが重要であることから、「機械の包

括的な安全基準に関する指針」（平成 19 年７月 31 日付け基発第 0731001 号）

に基づき、使用者においてもリスクアセスメントが適切に実施できるよう、製

造者は、製造時のリスクアセスメントを実施しても残留するリスク情報を、機

械等の使用者へ確実に提供する。 

・ 機能安全の推進により機械等の安全水準を向上させ、合理的な代替措置によ

り安全対策を推進する。 

 

（イ）（ア）の達成に向けて労働局等が取り組むこと 

・ はさまれ・巻き込まれなどによる労働災害のおそれのある危険性の高い機械等

については、製造者におけるリスクアセスメントを実施しても残留するリスク等

に関する使用者による把握の徹底を図るとともに、使用者におけるリスクアセス

メントの実施結果に基づく安全な使用の徹底を図る。 

・ 高経年施設・設備に対する点検・整備等の徹底を図る。 
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・ 現場を指揮する労働者への職長教育の実施等を推進し、安全衛生を管理する能

力の向上を図る。 

・ 機能安全を有する機械を活用し、危険な作業を信頼性の高い技術を有する機械

に置き換えることを通じて、現場の作業者が労働災害に被災するリスクを低減さ

せる取組を推進する。 

 

ウ 陸上貨物運送業対策 

（アウトプット指標及びアウトカム指標） 

アウトプット アウトカム 

・ 「陸上貨物運送事業における荷役作

業の安全対策ガイドライン」（平成 25

年３月 25 日付け基発 0325 第１号。以

下「荷役作業における安全ガイドライ

ン」という。）に基づく措置を実施す

る陸上貨物運送業等の事業場（荷主と

なる事業場を含む。）の割合を 2027年

までに 45％以上とする。 

・ 陸上貨物運送事業における死傷者

数を 2022年（105人）と比較して 2027

年までに５％（６人）以上減少させ

る。 

 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・ 「荷役作業における安全ガイドライン」に基づく安全衛生管理体制の確立、

墜落・転落災害や転倒災害等の防止措置、保護帽等の着用、安全衛生教育の実

施等荷主も含めた荷役作業における安全対策に取り組む。 

・ 「職場における腰痛予防対策指針」を参考に、作業態様に応じた腰痛予防対

策に取り組む。 

 

（イ）（ア）の達成に向けて労働局等が取り組むこと 

・ 陸上貨物運送業等の事業場（荷主となる事業場を含む。）に対して、「荷役作

業における安全ガイドライン」の周知徹底を図る。 

・ 「職場における腰痛予防対策指針」の周知を図る。 

 

エ 林業対策 

（アウトプット指標及びアウトカム指標） 

アウトプット アウトカム 

・ 「チェーンソーによる伐木等作業の

安全に関するガイドライン」（平成 27

年 12 月 7 日付け基発 1207 第３号。以

下「伐木等作業の安全ガイドライン」

・ 林業における死亡者数を、伐木作業

の災害防止を重点としつつ、労働災

害の大幅な削減に向けて取り組み、

2022年（０人）と比較して 2027年ま
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という。）に基づく措置を実施する林

業の事業場の割合を 2027 年までに

50％以上とする。 

でに 15％以上減少させる（０人とす

る）。 

 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・ 「伐木等作業の安全ガイドライン」、「林業の作業現場における緊急連絡体

制の整備等のためのガイドライン」（平成６年７月 18 日付け基発第 461 号の

３。以下「林業の緊急連絡体制整備ガイドライン」という。）」等について労

働者への周知や理解の促進を図るとともに、これらに基づき、安全な伐倒方法

やかかり木処理の方法、保護具の着用、緊急時における連絡体制等の整備や周

知、通信機器の配備、教育訓練等の安全対策を確実に実施する。 

 

（イ）（ア）の達成に向けて労働局等が取り組むこと 

・ 小規模事業場における労働災害が多い状況にも留意し、立木の伐倒時の措置、

かかり木処理時の禁止事項の徹底を図るとともに、下肢を保護する防護衣の着

用や木材伐出機械等の安全対策の徹底等を図る。 

また、「伐木等作業の安全ガイドライン」、「林業の緊急連絡体制整備ガイド

ライン」等について、関係事業者に対し一層積極的に周知し、これらのガイド

ラインに基づく措置が着実に講じられるよう徹底を図るとともに、その実施状

況等も踏まえて安全対策に取り組む。 

・ 林野庁や地方公共団体、労働災害防止団体等と連携し、関係機関連絡会議の

開催、労働災害情報の共有、合同パトロールの実施等、各機関と協力して取組

を促進するとともに、発注機関との連携を強化し、労働者の安全と健康を確保

するために必要な措置を確実に講ずるよう取組を進める。 

 

（７）労働者の健康確保対策の推進 

（アウトプット指標及びアウトカム指標） 

アウトプット アウトカム 

・ 年次有給休暇の取得率を 2025 年ま

でに 70％以上とする。 

 

・ 勤務間インターバル制度を導入して

いる企業の割合を 2025 年までに 15％

以上とする。 

 

・ 週労働時間 40時間以上である雇用

者のうち、週労働時間 60時間以上の

雇用者の割合を 2025年までに５％以

下とする。 

 

・ 自分の仕事や職業生活に関するこ

とで強い不安、悩み又はストレスが

あるとする労働者の割合を 2027年ま

でに 50％未満とする。 
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・ メンタルヘルス対策に取り組む事業

場の割合を 2027 年までに 80％以上と

する。 

 

・ 使用する労働者数 50人未満の小規

模事業場におけるストレスチェック実

施の割合を 2027 年までに 50％以上と

する。 

 

・ 各事業場において必要な産業保健サ

ービスを提供している事業場の割合を

2027年までに 80％以上とする 

 

  ア メンタルヘルス対策 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・ ストレスチェックの実施のみにとどまらず、ストレスチェック結果をもとに

集団分析を行い、その集団分析を活用した職場環境の改善まで行うことで、メ

ンタルヘルス不調の予防を強化する。 

・ 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関

して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５

号）に基づく取組をはじめ、職場におけるハラスメント防止対策に取り組む。 

 

（イ）（ア）の達成に向けて労働局等が取り組むこと 

・ 産業保健総合支援センター及び地域産業保健センターを通じて、小規模事業

場におけるメンタルヘルス対策の取組を引き続き支援する。 

・ 衛生委員会又は安全衛生委員会（以下「衛生委員会等」という。）の活性化

を促進する。 

・ 労働者自身によるセルフケアを促進するとともに、事業者による管理者と労

働者への教育研修・情報提供の推進を図る。 

・ 職場におけるハラスメント防止対策の取組の周知及び対策の徹底を図る。 

・ 労働者のストレスへの気付きを促すよう、労働者 50 人未満の事業場につい

てもストレスチェック制度の普及を促進し、検査結果を集団ごとに集計・分析

し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげるよう指導

する。 

・ 事業場がメンタルヘルスに問題を抱える労働者の職場復帰支援に容易に取

り組むことができるよう、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支

援の手引き」に基づく職場復帰支援の周知を図る。 
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イ 過重労働対策 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・ 「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」（平成 18

年３月 17日付け基発第 0317008号）に基づき、次の措置を行う。 

① 時間外・休日労働時間の削減、労働時間の状況の把握、健康確保措置等 

② 年次有給休暇の確実な取得の促進 

③ 勤務間インターバル制度の導入等労働時間等設定改善指針（平成 20 年厚

生労働省告示第 108号）に基づく労働時間等の設定の改善 

・ 長時間労働による医師の面接指導の対象となる労働者に対して、医師による

面接指導や、保健師等の産業保健スタッフによる相談支援を受けるよう勧奨す

る。 

  

（イ）（ア）の達成に向けて労働局等が取り組むこと 

・ 「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づく長時間労働の削減の

ための取組を基本として、次の取組を進める。 

① 過重労働が疑われる事業場への監督指導の徹底、「労働時間の適正な把握

のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」（平成 29 年１月 20

日策定）の周知、これに基づく指導等に、引き続き取り組む。 

また、令和６年４月より、時間外労働の上限規制が適用される医師、建設

業に従事する労働者、自動車運転者等について、働き方改革を推進するため

の関係法律の整備に関する法律（平成 30年法律第 71号）及び関係法令にお

ける改正内容の周知・指導等に取り組む。特に、運輸業・郵便業においては

全業種の中で脳・心臓疾患による労災支給決定件数が多いことから、令和４

年厚生労働省告示第 367 号による改正後の自動車運転者の労働時間等の改

善のための基準（平成元年労働省告示第７号）の周知、これに基づく指導等

に取り組む。   

また、医師については医師の労働時間短縮等に関する指針（令和４年厚生

労働省告示第７号）に基づき、引き続き労働時間の短縮に向けた取組を進め

る。 

② 事業者が、長時間労働者に対して、医師による面接指導を受けることを勧

奨するよう、事業者への制度の趣旨や必要性の周知に取り組む。 

      

ウ 産業保健活動の推進 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 
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・ 事業場ごとの状況に応じた産業保健活動を行うために必要な産業保健スタ

ッフを確保し、労働者に対して必要な産業保健サービスを提供するとともに、

産業保健スタッフが必要な研修等が受けられるよう体制を整備する。 

・ 治療と仕事の両立に関して、支援を必要とする労働者が支援を受けられるよ

うに、労働者や管理監督者等に対する研修の実施等の環境整備に取り組む。 

・ 事業者及び労働者は、産業医や保健師に加えて、医療機関や支援機関等の両

立支援コーディネーターを積極的に活用し、治療と仕事の両立の円滑な支援を

図る。 

 

（イ）（ア）の達成に向けて労働局等が取り組むこと 

・ 健康経営の視点を含めた産業保健活動に取り組む意義やメリットについて、

経営層に対して意識啓発を図る。 

・ 産業保健総合支援センター及び地域産業保健センターの活用を図り、中小企

業を中心とする産業保健活動を推進する。 

・ 企業や医療機関及び労働者本人を対象とした「事業場における治療と仕事の

両立支援のためのガイドライン」等の周知啓発を図る。 

・ 福井県地域両立支援推進チーム（※）において策定した「福井県 治療と仕

事の両立支援活動計画（2022 年度～2026 年度）」に基づき、治療と仕事を両

立しやすい環境づくりに向けた取組を推進する。 

※ 【参集者】 

福井県経営者協会、日本労働組合総連合会福井県連合会、福井県医師会、

福井県、福井県済生会病院、福井県立病院、福井赤十字病院、 

福井大学医学部附属病院、国立病院機構敦賀医療センター、 

福井産業保健総合支援センター、福井県社会保険労務士会、 

福井県医療ソーシャルワーカー協会、日本産業カウンセラー協会、 

日本キャリア開発協会、福井労働局（事務局） 

 

（８）化学物質等による健康障害防止対策の推進 

（アウトプット指標及びアウトカム指標） 

アウトプット アウトカム 

・  法第 57 条及び第 57 条の２に基づ

くラベル表示・安全データシート（以

下「ＳＤＳ」という。）の交付の義務

対象となっていないが、危険性又は有

害性が把握されている化学物質につ

いて、ラベル表示、ＳＤＳの交付を行

・  化学物質の性状に関連の強い死

傷災害（有害物等との接触、爆発又

は火災によるもの）の件数を第 13次

労働災害防止計画期間（14人）と比

較して、５％（１人）以上減少させ

る。 
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っている事業場の割合を 2025 年まで

にそれぞれ 80％以上とする。 

 

・  法第 57 条の３に基づくリスクアセ

スメントの実施の義務対象となって

いないが、危険性又は有害性が把握さ

れている化学物質について、リスクア

セスメントを行っている事業場の割

合を 2025年までに 80％以上とすると

ともに、リスクアセスメント結果に基

づいて、労働者の危険又は健康障害を

防止するため必要な措置を実施して

いる事業場の割合を 2027 年までに

80％以上とする。 

 

・  熱中症災害防止のために暑さ指数

を把握し活用している事業場の割合

を 2023 年と比較して 2027 年までに

増加させる。 

・  増加が見込まれる熱中症による

死亡者数の増加率（※７）を 13次労

働災害防止計画期間と比較して減

少させる（14次防期間中の死亡者数

を０人とする）（※８）。 

 

※７ 当期計画期間中の総数を前期の同計画期

間中の総数で除したもの。 

※８ 「12 次防期間中死亡者数０人→13 次防期

間中死亡者数１人」であることから、14 次

防期間中はこれを減少させて０人とする。 

 

ア 化学物質による健康障害防止対策 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・ 化学物質を製造し、取扱い、又は譲渡・提供する事業者において、化学物質管

理者の選任及び外部専門人材の活用を行うに当たり、次の２つの事項を的確に実

施する。 

① 化学物質を製造する事業者は、製造時等のリスクアセスメント等の実施及び

その結果に基づく自律的なばく露低減措置の実施し、並びに譲渡提供時のラベ

ル表示・ＳＤＳを交付する。ＳＤＳの交付に当たっては、必要な保護具の種類

も含め「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」を記載する。 

② 化学物質を取り扱う事業者は、入手したＳＤＳ等に基づくリスクアセスメン

ト等の実施及びその結果に基づく自律的なばく露低減措置を実施する。 

 

（イ）（ア）の達成に向けて労働局等が取り組むこと 

・ 新たな化学物質規制の導入に伴う「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

（令和４年厚生労働省令第 91 号）」等の関係省令、告示等について関係者への

周知徹底を図るとともに、施行後における適切な運用を図る。 
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イ 石綿、粉じんによる健康障害防止対策 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・ 適正な事前調査のため、建築物石綿含有建材調査者講習修了者等の石綿事前調

査に係る専門性を有する者による事前調査を確実に実施する。 

・ 石綿事前調査結果報告システムを用いた事前調査結果の的確な報告及び事前

調査結果に基づく適切な石綿ばく露防止対策を実施する。 

・ 解体・改修工事発注者による、適正な石綿ばく露防止対策に必要な情報提供・

費用等の配慮について、周知を図る。 

・ 粉じんばく露作業に伴う労働者の健康障害を防止するため、粉じん障害防止規

則（昭和 54 年労働省令第 18 号）その他関係法令の遵守のみならず、第 10 次粉

じん障害防止対策に基づき、粉じんによる健康障害を防止するための自主的取組

を推進する。 

・ トンネル工事を施工する事業者は、所属する事業場が転々と変わるトンネル工

事に従事する労働者の健康管理を行いやすくするため、「ずい道等建設労働者健

康管理システム」に、労働者のじん肺関係の健康情報、有害業務従事歴等を登録

する。 

 

（イ）（ア）の達成に向けて労働局等が取り組むこと 

・ 石綿事前調査結果報告システム及びポータルサイトについて、周知を図る。 

・ 建築物石綿含有建材調査者講習等について、十分な講習機会が設けられるよ

う関係団体等に働きかける。 

・ 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底

マニュアル等の周知を行う。 

・ 第 10 次粉じん障害防止総合対策に基づき、呼吸用保護具の使用の徹底及び

適正な使用の推進等に取り組む。  

・ 所属する事業場が転々と変わるトンネル工事に従事する労働者のじん肺関

係の健康情報、有害業務従事歴等の一元管理を行う「ずい道等建設労働者健康

情報管理システム」の周知を行う。 

 

ウ 熱中症、騒音による健康障害防止対策 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・ 「職場における熱中症予防基本対策要綱」を踏まえ、暑さ指数の把握とその

値に応じた熱中症予防対策を適切に実施する。あわせて、作業を管理する者及

び労働者に対してあらかじめ労働衛生教育を行うほか、衛生管理者等を中心に

事業場としての管理体制を整え、発症時・緊急時の措置を確認し、周知する。

その他、熱中症予防に効果的な機器・用品の活用も検討する。 
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・ 労働者は、熱中症を予防するために、日常の健康管理を意識し、暑熱順化を

行ってから作業を行う。あわせて、作業中に定期的に水分・塩分を摂取するほ

か、異変を感じた際には躊躇することなく周囲の労働者や管理者に申し出る。 

・ 労働者の騒音障害を防止するために、「騒音障害防止のためのガイドライン」

に基づく作業環境測定、健康診断、労働衛生教育等に取り組む。 

 

（イ）（ア）の達成に向けて国等が取り組むこと 

・ 事業者の熱中症予防対策の実施を促進するために、日本産業規格（ＪＩＳ）

に適合した暑さ指数計や熱中症予防に効果的な機器・用品の活用促進を図ると

ともに、「職場における熱中症予防基本対策要綱」の周知・指導を行う。 

・ 労働者の騒音障害を防止するために、「騒音障害防止のためのガイドライン」

に基づく事業者の取組に係る指導を行う。 

 

エ 電離放射線による健康障害防止対策 

（ア）労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

・ 医療従事者の被ばく線量管理及び被ばく低減対策の取組を推進するととも

に、被ばく線量の測定結果の記録等の保存について管理を徹底する。 

 

（イ）（ア）の達成に向けて労働局等が取り組むこと 

・ 医療機関に対して、放射線被ばく管理に関する労働安全衛生マネジメントシ

ステムの導入を図る。 

 

（９）原子力発電所等に対する労働災害防止対策の推進 

ア 労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと 

 ・ 東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ、事故時に被ばく管理等を適切に

実施するための被ばく線量管理、保護具・保護衣の着用、労働者教育の実施、健

康管理の実施等について、あらかじめ必要な準備を計画的に実施する。 

・ 原子力事業者において、関係請負人が労働災害防止対策を円滑に行うことがで

きるようにするための原子力施設全体の安全衛生管理体制を確立し、すべての関

係請負人を含めた安全衛生協議組織を設置・運営し、関係請負人に対する指導・

援助を実施する。 

・ 原子力事業者から直接工事等を請け負う元方事業者における統括安全衛生管

理の下、PDCA(計画－実施－評価－改善)サイクルによる安全管理、被ばく管理、

健康管理等の安全衛生管理を徹底する。 

・ 廃炉作業、定期検査工事等に関わる工事関係者において、機械設備、作業など

に応じたリスクアセスメント及びその評価に基づくリスク低減措置を実施する。 
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イ アの達成に向けて労働局等が取り組むこと 

・ 放射線防止対策の徹底を図るため、令和３年４月１日に施行された改正電離

放射線障害防止規則に基づき、適正な被ばく線量の管理等の徹底を図る。 

・ 原子力施設における新規制基準対応工事等における労働災害の防止を図るた

め、原子力施設全体の安全衛生管理体制を確立し、すべての関係請負人を含め

た安全衛生対策が講じられるよう指導を行う。 

・ 長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害を防止するため、過重労働が

行われているおそれがある事業場に対して、適正な労働時間管理及び健康管理

に対する窓口指導、監督指導等を徹底する。 

 

  



- 25 - 

 

（参考１）アウトプット指標及びアウトカム指標の考え方（厚生労働省） 
 

（ア）労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進 

【アウトプット指標】 

労働者の作業行動に起因する労働災害として「転倒」「動作の反動、無理な動作」があり、これら災害

防止を推進することが本重点項目の目的となる。 

「転倒」災害防止については、事業者が「転倒防止・腰痛予防対策の在り方に関する検討会」の検討を

踏まえたハード・ソフト両面からの対策を進め、転倒そのものを抑制することが有効と考えられる。ま

た、労働者自身の作業行動に起因することから労働者教育も有効であると考えられる。 

 「動作の反動、無理な動作」のうち、約３割を占める腰痛については、介護職員の身体の負担軽減のた

めの介護技術（ノーリフトケア）や介護機器等の導入など既に一定程度の効果が得られている予防対策が

ある。 

 このような考えから、事業者が取り組む具体的対策を４（２）アに取りまとめ、４（２）アの推進状況

を特に「転倒」「動作の反動、無理な動作」が問題となる業種をターゲットとして、１（３）に掲げるア

ウトプット指標として把握することとする。ここで指標の数値目標に関し、2021 年に実施したアンケー

ト調査（2021 年 12 月 14 日安全衛生分科会配付資料参照）において、回答した 206 事業場のうち何らか

の転倒防止対策に取り組んでいるとした事業場の割合は 83.5％であるが、（転倒災害の約半数が 50 代以

上の女性という、身体機能等の影響が大きく出ている状況の中で、）整理・整頓・清掃などの物理的な対

策だけでなく、転倒しにくい身体づくりや転倒した際に怪我をしにくい身体づくり（ソフト的な対策）に

も取り組んでいる事業場は５％であった。13 次防期間中の取組に係る各種指標の推移を見ると、4 年目

において概ね０～10%程度の増加となっている。このことから災害防止計画により重点的に取り組んだ場

合の安全衛生の取組の推移は、10%程度の増加が最大期待できると考えられるところであり、アウトプッ

ト指標については、概ね 10 ポイント増の指標とすることが本来適当と考えられる。しかしながら、増加

に歯止めを掛けるとのアウトカム指標の達成に向けては、10 ポイント増程度の取組増では到底足りず、

アウトカム指標の達成及び転倒防止・腰痛予防対策の在り方に関する検討会における整理も踏まえ、ハー

ド・ソフト両面からの対策に取り組む事業場の割合について、過半数の 50％を目指すことと目標を設定

している。 

【アウトカム指標】 

 転倒災害は、被災率（死傷年千人率）の高い高年齢労働者（特に女性）の増加に伴って過去５年間（2017

～2021）で概ね年５％ずつ増加しており、今後の高年齢労働者の更なる増加を考慮すると、今後も、同様

の傾向が予想される。また、産業構造の変化等に伴って性別・年齢層別の死傷年千人率も増加しており、

今後も同様の増加が見込まれる。ここで、転倒防止対策に係る事業者の取組（災害発生状況も踏まえ、整

理整頓や段差の解消といった設備的な対策だけでなく、転倒しにくい身体づくり、転倒した際にも怪我を

しにくい身体づくりといった対策も含めた取組）を 60％に進捗させることで（アウトプット指標達成）、

転倒の年齢別男女別の死傷年千人率については、2021 年の実績からの増加に歯止めをかけることができ

ると期待する。 

 また、社会福祉施設における腰痛による休業４日以上の死傷災害（2021）は 1,580 件であり、2017 年

と比較して 2021は 30％増加している。今後も、高齢者の増加に伴う介護職員の増加を背景として、腰痛

災害の増加が予想される。一方で、ノーリフトケアを導入している事業場の割合が増加すれば（アウトプ

ット指標達成）腰痛災害の発生の抑制が期待できる。これらを加味すれば、アウトプット指標の達成にお

いて、増加が見込まれる社会福祉施設における腰痛の死傷年千人率を 2022 年と比較して 2027 年までに

減少させることができると期待できる。 

 

（イ）高年齢労働者の労働災害防止対策の推進 

【アウトプット指標】 

高年齢労働者の災害防止対策を推進することが本重点項目の目的となる。 

高年齢労働者の災害防止対策については、高年齢労働者の身体機能の低下等に応じ、事業者が専門家に

より取りまとめられたエイジフレンドリーガイドラインに記載された事項を事業場の実態に応じて進め

ることが有効と考えられる。また、身体機能の低下を抑えるための健康づくりも有効である。 

 このような考えから、事業者が取り組む具体的対策を４（３）アに取りまとめ、４（３）アの推進状況

を１（３）に掲げるアウトプット指標として把握することとする。ここで指標の数値目標に関し、2021年
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に実施したアンケート調査（2021 年 12 月 14 日安全衛生分科会配付資料参照）において、エイジフレン

ドリーガイドラインに基づく取組については、ガイドラインを知っており、かつ、当該ガイドラインに基

づいて取り組んでいる事業場の割合は 11.2％。13 次防期間中の取組に係る各種指標の推移を見ると、4

年目において概ね０～10%程度の増加となっている。このことから災害防止計画により重点的に取り組ん

だ場合の安全衛生の取組の推移は、10%程度の増加が最大期待できると考えられるところであり、アウト

プット指標については、概ね 10 ポイント増の指標とすることが本来適当と考えられる。しかしながら、

増加に歯止めを掛けるとのアウトカム指標の達成に向けては、10 ポイント増程度の取組増では到底足り

ず、アウトカム指標の達成に向けて過半数の 50％を目指すことと目標を設定している。 

 

【アウトカム指標】 

 エイジフレンドリーガイドライン基づく取組を進める事業者の割合が 50％に進捗させることで（アウ

トプット指標達成）、60 歳代以上の死傷年千人率を 2021 年実績と比較して 2027 年までに男女ともその

増加に歯止めをかけることができると期待する。 

 

（ウ）多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進 

【アウトプット指標】 

テレワークや兼業副業における安全衛生対策を普及するとともに、外国人労働者の災害防止を推進す

ることが本重点項目の目的となる。 

 外国人労働者の災害防止対策については、言語が異なることによる作業に伴う手順や安全衛生上の留

意の理解の不足が問題になっていると考えられることから、言語の違いに配慮した安全衛生教育が有効

と考えられる。 

 このような考えから、事業者が取り組む具体的対策を４（４）アに取りまとめ、４（４）アの推進状況

を１（３）に掲げるアウトプット指標として把握することとする。 

【アウトカム指標】 

 外国人労働者に分かりやすい方法で災害防止の教育を行っている事業場の割合が 50％に進捗させるこ

とで（アウトプット指標達成）、外国人労働者の死傷年千人率を 2027年までに全体平均以下とすること

ができると期待する。 

 

（エ）業種別の労働災害防止対策の推進 

○陸上貨物運送業 

【アウトプット指標】 

陸上貨物運送業にける災害防止対策を推進することが本重点項目の目的となる。 

 陸上貨物運送業の労働災害については、特に荷役作業による災害が課題となっていることから、「陸上

貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づき荷役作業における災害防止対策を進

めることが有効と考えられる。 

 このような考えから、事業者が取り組む具体的対策を４（６）ア（ア）に取りまとめ、４（６）ア（ア）

の推進状況を１（３）に掲げるアウトプット指標として把握することとする。ここで指標の数値目標に関

し、2021年に実施したアンケート調査（2021年 12月 14 日安全衛生分科会配付資料参照）において、荷

役ガイドラインに基づく措置を講じている事業場（荷主事業場を含む。）は 33.5％である。13 次防期間

中の取組に係る各種指標の推移を見ると、4 年目において概ね０～10%程度の増加となっている。このこ

とから災害防止計画により重点的に取り組んだ場合の安全衛生の取組の推移は、10%程度の増加が最大期

待できると考えられるところである。このことから、45％以上にするとの目標を設定している。 

【アウトカム指標】 

 起算点を 2021年の死傷者数ベースとすると、陸上貨物運送事業における休業４日以上の死傷災害（2021

年）のうち、荷役作業時における災害が約７割を占めている。「陸上貨物運送事業における荷役作業の安

全対策ガイドライン」に基づく取組を実施する事業場の割合が 45％に進捗すれば（アウトプット指標達

成）、５％災害が減少することが期待できる。 

 

○建設業 

【アウトプット指標】 

建設業における災害防止対策を推進することが本重点項目の目的となる。 
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 建設業の労働災害については、特に墜落転落による災害が課題となっていることから、法令に基づく墜

落防止対策を実施することはもとより、更にリスクアセスメントを実施し、災害の原因となる要素を排除

する努力をすることが災害防止対策を進めることが有効と考えられる。 

 このような考えから、事業者が取り組む具体的対策を４（６）イ（ア）に取りまとめ、４（６）イ（ア）

の推進状況を１（３）に掲げるアウトプット指標として把握することとする。ここで指標の数値目標に関

し、2021年に実施したアンケート調査（2021年 12月 14 日安全衛生分科会配付資料参照）において、建

設業における代表的な災害である墜落転落の防止に当たってのリスクアセスメントを行っている事業場

は 74％である。13次防期間中の取組に係る各種指標の推移を見ると、4 年目において概ね０～10%程度の

増加となっている。このことから災害防止計画により重点的に取り組んだ場合の安全衛生の取組の推移

は、10%程度の増加が最大期待できると考えられるところである。このことから、85％以上にするとの目

標を設定している。 

【アウトカム指標】 

 起算点を 2021年の死亡者ベースとすると、建設業における死亡災害（2021年）のうち、最も災害の多

いのは「墜落・転落」で、約４割を占める。墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組

む建設業の事業場の割合が 85％に進捗すれば（アウトプット指標達成）、15％災害が減少することが期

待できる。 

 

○製造業 

【アウトプット指標】 

製造業における災害防止対策を推進することが本重点項目の目的となる。 

 製造業における労働災害については、特に機械による「はさまれ巻き込まれ」による災害が課題となっ

ていることから、法令に基づく災害防止対策を実施することはもとより、更に製造者（メーカー）、使用

者（ユーザー）それぞれにおいてリスクアセスメント等による機械による「はさまれ巻き込まれ」防止対

策を実施し、災害の原因となる要素を排除する努力をすることが災害防止対策を進める上で有効と考え

られる。 

 このような考えから、事業者が取り組む具体的対策を４（６）ウ（ア）に取りまとめ、４（６）ウ（ア）

の推進状況を１（３）に掲げるアウトプット指標として把握することとする。ここで指標の数値目標に関

し、2021年に実施したアンケート調査（2021年 12月 14 日安全衛生分科会配付資料参照）において、製

造業における機械の「はさまれ巻き込まれ」災害の防止対策としてリスクアセスメントを実施する事業場

の割合はアンケート、その他業務から得ている感触によると概ね半数つまり 50％程度である。13次防期

間中の取組に係る各種指標の推移を見ると、4 年目において概ね０～10%程度の増加となっている。この

ことから災害防止計画により重点的に取り組んだ場合の安全衛生の取組の推移は、10%程度の増加が最大

期待できると考えられるところである。このことから、60％以上にするとの目標を設定している。 

【アウトカム指標】 

 これまでの統計調査等を踏まえ、はさまれ・巻き込まれ対策に取り組む事業場、または機械のリスクア

セスメントを実施している製造業の事業場の割合は 4 割程度と推定する。機械による「はさまれ巻き込

まれ」防止対策に取り組む製造業の事業場の割合が 60％に進捗すれば（アウトプット指標達成）、５％

機械によるはさまれ・巻き込まれの災害が減少することが期待できる。 

 
○林業 

【アウトプット指標】 

林業における災害防止対策を推進することが本重点項目の目的となる。 

 林業における労働災害については、特に伐木作業による災害が課題となっていることから、伐木等作業

の安全対策を進めることが有効と考えられる。 

 このような考えから、事業者が取り組む具体的対策を４（６）エ（ア）に取りまとめ、４（６）エ（ア）

の推進状況を１（３）に掲げるアウトプット指標として把握することとする。ここで指標の数値目標に関

し、2021 年に実施した関係省庁等が行う林業従事者を対象とした研修の場を活用したアンケート調査

（2021 年 12 月 14 日安全衛生分科会配付資料参照）において、伐木ガイドラインに基づく措置を講じて

いる事業場は（ガイドラインの複数の主要な事項に取り組んでいる者を「措置を行っている事業場」とし

た。）30.2％である。13次防期間中の取組に係る各種指標の推移を見ると、4 年目において概ね０～10%

程度の増加となっている。このことから災害防止計画により重点的に取り組んだ場合の安全衛生の取組
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の推移は、10%程度の増加が最大期待できると考えられるところであり、アウトプット指標については、

概ね 10ポイント増の指標とすることが本来適当と考えられる。しかしながら、死亡災害を 15％減少させ

るとのアウトカム指標の達成に向けては、10 ポイント増程度の取組増では到底足りず、アウトカム指標

の達成に向けて 50％以上にするとの目標を設定している。 

【アウトカム指標】 

 起算点を 2021年の死亡者数ベースとすると、林業における死亡災害（2021年）のうち、伐木作業にお

ける災害が約６割を占める。「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づく措

置を講ずる林業の事業場の割合が 50％に進捗すれば（アウトプット指標達成）、15％災害が減少するこ

とが期待できる。 

 

（オ）労働者の健康確保対策の推進 

【アウトプット指標】 

労働者の健康確保対策については、特にメンタル不調や過重労働による健康障害が課題となっている

ことから、これらの対策を推進することが本重点項目の目的となる。 

メンタル不調については、メンタルヘルス対策として職場におけるハラスメント防止対策やストレス

チェックの実施も含めたメンタルヘルス対策を進めることが有効であると考えらえられる。このような

考えから、事業者が取り組む具体的対策を４（７）ア（ア）に取りまとめ、４（７）ア（ア）の推進状況

を１（３）に掲げるメンタルヘルス対策及びストレスチェックの実施状況をアウトプット指標として把握

することとする。 

また、過重労働による健康障害防止については、時間外・休日労働時間を削減することに加え、年次有

給休暇の取得や勤務間インターバル制度の導入といった長時間労働の抑制策による働き方の見直しの促

進や、長時間労働者の面接指導を含めた産業保健サービスの充実が有効であると考えられる。このような

考えから、事業者が取り組む具体的対策を４（７）イ（ア）に取りまとめ、４（７）イ（ア）の推進状況

を上記に掲げる年次有給休暇の取得率やインターバル制度の導入率をアウトプット指標として把握する

こととする。 

さらに、これらの対策を含めて全ての事業場において産業保健サービスが提供されることが労働者の

健康確保対策として重要であることから、事業者が取り組む具体的対策を４（７）ウ（ア）に取りまとめ、

４（７）ウ（ア）の推進状況を１（３）に掲げる必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合を

アウトプット指標として把握することとする。  

【アウトカム指標】 

 メンタルヘルス対策及びストレスチェックの実施状況がそれぞれ 80％、50％に進捗すれば（アウトプ

ット指標達成）、メンタルヘルス不調につながる「自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩

み、ストレスがあるとする労働者の割合」を 2027年までに 50％未満となることが期待できる。 

 また、年次有給休暇の取得率が 70％以上、勤務間インターバル制度の導入率が 15％以上に進捗すれば

（アウトプット指標達成）、長時間労働の抑制に繋がる働き方の見直しが図られるほか、「過労死等の防

止のための対策に関する大綱」に基づく労働時間削減に向けた取組を着実に進めることで、週労働時間

40 時間以上である雇用者のうち、週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合を 2025 年までに５％以下とな

ることが期待できる。 

なお、必要な産業保健サービス（※）の提供割合が 80％以上に進捗すれば（アウトプット指標達成）、

労働者の健康障害全般の予防につながり、健康診断有所見率等が改善することが想定されるが、労働災害

防止の成果を直接反映する適切な指標を設定することが困難であるため、このアウトプット指標に直接

関係するアウトカム指標は設定していない。 

※必要な産業保健サービスとして、以下の取組を想定している。 

  ・労働安全衛生法の健康診断結果に基づく保健指導 

・健康診断で所見が認められた者や要治療者など治療・服薬・就業上の配慮等の健康管理上の措置が必要 

な者に対する指導、支援、相談 

・睡眠、喫煙、飲酒等に関する健康的な生活に向けた教育や相談 

・メンタルヘルス対策（ストレスチェックの実施、相談体制の整備、職場環境改善等） 

・高年齢労働者の身体能力の低下を踏まえた転倒等の予防対策 
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・がん、精神障害等の病気を抱える労働者の治療と仕事の両立支援 

・女性の健康課題（更年期障害、月経関連の症状、疾病等）に対する配慮、支援 

・化学物質等の有害物を取り扱う者に対する健康診断等の健康管理 

・テレワークの増加等に伴う事業場以外の場所で就業する者に対する相談対応等の健康管理支援健康管理 

 
（カ）化学物質等による健康障害防止対策の推進 

【アウトプット指標】 

化学物質や石綿等による健康障害防止対策を推進することが本重点項目の目的となる。 

そのうち、化学物質を原因とする健康障害については、危険性又は有害性のある化学物質についてラベル

表示、ＳＤＳによりその危険有害性を事業者が把握し、リスクアセスメントを実施するとともに、それら

に基づき労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を進めることが有効であると考えらえら

れる。このような考えから、事業者が取り組む具体的対策を４（８）ア（ア）に取りまとめ、４（８）ア

（ア）の推進状況を１（３）に掲げるアウトプット指標として把握することとする。労働安全衛生調査に

よると、13 次防期間におけるラベル表示、SDS 交付、リスクアセスメントの実施率の平均は、それぞれ

69.1%、70.4%、57.9％である。13次防期間中の取組に係る各種指標の推移を見ると、4年目において概ね

０～10%程度の増加となっている。このことから災害防止計画により重点的に取り組んだ場合の安全衛生

の取組の推移は、10%程度の増加が最大期待できると考えられるところである。このことから、ラベル・

SDS については 80％以上にすることを目標としている。リスクアセスメントについては、13 次防期間中

に概ね 20％程度の増加となっており、今後も同程度の増加が期待できることから、80％以上にすること

を目標としている。また、リスクアセスメントの結果に基づき、労働者の危険又は健康障害を防止するた

め必要な措置の実施については、リスクアセスメントを実施していることが前提となるため、リスクアセ

スメントと同じ 80％以上にすることを目標としている。 

また、熱中症による健康障害については、暑さ指数を把握し、その値に応じた作業環境管理、作業管理

等の予防対策を講ずることが有効である。このような考えから、事業者が取り組む具体的対策を４（８）

ウ（ア）に取りまとめ、４（８）ウ（ア）の推進状況を１（３）に掲げるアウトプット指標として把握す

ることとする。  

石綿、粉じんや電離放射線による健康障害防止対策については、関係法令を遵守し、着実に措置を実施

することが有効であり、このような考えから、事業者が取り組む具体的対策を４（８）イ（ア）及び４

（８）エ（ア）に取りまとめている。なお、法令を遵守することは当然のことであり、指標として評価す

ることはしない。 

【アウトカム指標】 

 化学物質の性状に関連の強い死傷災害（有害物等との接触、爆発、火災によるもの）（2017年から 2021

年の平均）は、492 件である。危険性又は有害性のある化学物質についてラベル表示、ＳＤＳ交付、リス

クアセスメントの実施とそれらに基づき労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずる

事業場の割合がそれぞれ 80％に進捗すれば（アウトプット指標達成）、５％災害が減少し、2027年の化

学物質による災害は、467件（2017年から 2021 年の平均と比べ 25件・5.1％減））となることが期待で

きる。 

 また、熱中症による死亡災害で、今後、熱中症リスクの高い高年齢労働者は増加する一方で、極端な高

温等が起こる頻度とそれらの強度が、地球温暖化の進行に伴い増加することを背景として、熱中症災害の

増加が予想される。一方で、暑さ指数を把握している事業場の割合が増加すれば（アウトプット指標達

成）、その値に応じた措置に取り組む事業場が増加し、熱中症による死亡者数の増加率を第 13次労働災

害防止計画期間と比較して減少させることが期待できる。 

 
（キ）総括 

【死亡災害総括】 

アウトカム指標に基づき、2027年までに建設業及び林業においてそれぞれ死亡災害は 15％減少するこ

とが期待される。これを元に、2022 年の死亡災害(左記件数は未確定であるため 2021年の実績を参照)と

2027年の死亡災害を比較すると、少なくとも約 5％の減少が期待できる。 

【死傷災害総括】 
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アウトカム指標に基づき 2027 年までに製造業における機械によるはさまれ・巻き込まれの死傷者数を

2027 年までに５％減少、陸上貨物運送事業の死傷者数を 2027 年までに 2022 年と比較して５％以上減少

すると期待する。加えて、転倒の性別・年齢別千人率、社会福祉施設における腰痛の千人率が 2021 年と

変わらないと期待する。この仮定を元に、過去５年の各業種における性別年齢別の労働者数推移と独立行

政法人労働政策研究・研修機構における労働力人口の推計から算出した各業種における 2027 年の性別年

齢別労働者数を加味して、2022年の死傷災害(左記件数は未確定であるため 2021年の実績を参照)と比較

した 2027年の災害減少数を推計すると（約 3,800 人減（３％減）と見込まれ、）減少に転ずると期待さ

れる。なお、先計算においては化学物質による死傷災害の減少については、全体の件数と比較して微少で

あるため、計算には含めていない。 
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図２ 主要な業種別の休業4日以上の死傷者数の推移(コロナを除く)
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図３　第三次産業のうち商業、保健衛生業、接客娯楽業の死傷災害発生状況(コロナを除く）

図４　第三次産業の重点３業種の死傷災害発生状況（コロナを除く）
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製造業 建設業
道路貨物
運送業

墜落
転落

交通
事故

飛来
落下

はさまれ
巻き込まれ

崩壊
倒壊

25 17 8 2 1 64.7% 5 3 0 2 2

26 13 3 3 3 69.2% 1 2 1 3 3

27 10 0 4 1 50.0% 5 2 0 1 0

28 7 3 2 2 100.0% 1 1 0 0 0

29 5 0 3 0 60.0% 2 1 0 1 0

計 52 14 14 7 67.3% 14 9 1 7 5

平均 10.4 2.8 2.8 1.4 2.8 1.8 0.2 1.4 1

構成比 26.9% 26.9% 13.5% 26.9% 17.3% 1.9% 13.5% 9.6%
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計 45 16 14 6 80.0% 6 7 3 10 2

平均 9 3.2 2.8 1.2 1.2 1.4 0.6 2 0.4

構成比 35.6% 31.1% 13.3% 13.3% 15.6% 6.7% 22.2% 4.4%

図５　製造業と建設業における死亡災害の事故の型　　　(平成30年～令和４年)
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期
間
中

表１　第12次防、第13次防期間中の業種別死亡災害発生状況

年 総件数
業種別 ３業種の

占める
割合

事故の型

38%

31%

13%

6%

6%

6%

はさまれ・巻き込まれ

火災

爆発

飛来・落下

激突され

高温・低温の物との接触

製造業

29%

15%

14%

14%

7%

7%

7%

7%

墜落・転落

崩壊・倒壊

交通事故

はさまれ・巻き込まれ

感電

切れ・こすれ

飛来・落下

転倒

建設業
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道路貨物
運送業

小売業
社会福
祉施設

飲食店

平成30年 306 146 84 79 11 465 112 84 31 327 1033

令和元年 229 158 103 97 11 380 95 77 36 247 899

令和２年 193 144 107 99 16 406 105 91 26 212 885

令和３年 197 147 99 90 14 395 117 70 17 211 866

令和４年 230 127 114 105 12 424 116 86 25 248 925

合計 1155 722 507 470 64 2070 545 408 135 1245 4608

90.3 千人（H27年） 91.9 千人（R2年）

37.2 千人（H27年） 39.3 千人（R2年）

16.4 千人（H27年） 17.0 千人（R2年）

15.2 千人（H27年） 13.4 千人（R2年）

249.2 千人（H27年） 253.5 千人（R2年）

408.3 千人（H27年） 415.1 千人（R2年）

建設業（人）
県内建設業就業者数（中年間）

1.2

表３　業種別死亡災害発生率の推移（12次防～13次防）

表２　業種別の死傷者数（コロナを除く）(平成30年～令和４年)

製造業 建設業

運輸交通業

林業

第三次産業

その他 合計

12次防（期間年平均） 13次防（期間年平均）

県内上記以外就業者数（中年間）
業種合計（人）

県内全業種労働者数（中年間）

2.8

2.8

1.4

0.6

2.8

10.4

道路貨物運送業（人）
県内運輸・輸送業就業者数（中年間）

林業（人）
県内農林漁業就業者数（中年間）

上記以外の業種（人）

製造業（人）
県内製造業就業者数（中年間）

（千人率）

0.011
（千人率）

0.025

3.2

2.8

1.2

0.6

0.075
（千人率）

0.085
（千人率）

0.039

（千人率）

0.035
（千人率）

0.071
（千人率）

0.071
（千人率）

0.045
（千人率）

0.005
（千人率）

0.022
（千人率）

9

0.031
（千人率）

36%

20%

12%

9%

1%

22%

図６ 業種別の死傷者数の割合（コロナを除く） (平成30年～令和４年 )

第三次産業

製造業

建設業

運輸交通業

林業

その他

54%

46%

図７ 道路貨物運送業での荷役災害に関する現状（平成30年～令和４年）

荷役作業での労働災害

その他の労働災害

荷台からの
墜落・転落災害 19％
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63.4 千人（H27年） 61.5 千人（R2年）

52.7 千人（H27年） 55.7 千人（R2年）

22.0 千人（H27年） 21.5 千人（R2年）

265.4 千人（H27年） 270.3 千人（R2年）

408.3 千人（H27年） 415.1 千人（R2年）

※　　 「小売業」「社会福祉施設」「飲食店」の労働者数の統計がないため、それぞれ「卸・小売業」「医療・ 福祉」「宿泊業・飲食サービス」の従業者数の値を用いている。

　　　 最下欄の県内全凝集労働者数以外は「就業者数」であり、自営業主と家族従業者は含む。　　　　　　　

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年
303 263 273 268 277
29% 29% 31% 31% 30%
66 55 35 54 54
22% 24% 18% 27% 23%
39 36 33 34 22
27% 23% 23% 23% 17%
14 19 21 18 20
18% 20% 21% 20% 19%
46 32 49 51 55
41% 34% 47% 44% 47%
25 30 27 28 33
30% 39% 30% 40% 38%
7 11 7 3 6

23% 31% 27% 18% 24%
※　下欄は各業種別死傷災害に占める高年労働者の死傷災害の割合である。

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年
470 402 376 350 348
45% 45% 42% 40% 38%
139 106 67 78 89
45% 46% 35% 40% 39%
43 53 57 50 44
29% 34% 40% 34% 35%
35 44 47 34 45
44% 45% 47% 38% 43%
46 47 47 55 40
41% 49% 45% 47% 34%
37 34 34 31 32
44% 44% 37% 44% 37%
25 20 16 11 12
81% 56% 62% 65% 48%

※　下欄は各業種別死傷災害に占める経験年数３年以内の死傷災害の割合である。

12次防（期間年平均） 13次防（期間年平均）

小売業（人） 79 1.246 109.0 1.772

就業者数（中年間） （千人率） （千人率）

社会福祉施設（人） 55 1.044 81.6 1.465

就業者数（中年間） （千人率） （千人率）

飲食店（人） 21.6 0.982 27.0 1.256

（千人率）

第三次産業業種合計（人） 327.6 1.234 413.0 1.528

社会福祉施設

県内労働者数（中年間） （千人率） （千人率）

表４　第三次産業及び第三次産業の重点３業種の死傷災害発生率の推移（コロナを除く）（12次防～13次防）

全産業

就業者数（中年間） （千人率） （千人率）

業種合計（人） 800.8 1.961 921.6 2.220

就業者数（中年間） （千人率）

表５　高年齢労働者の死傷災害の比較（コロナを除く）（平成30年～令和４年）

表６　経験年数３年以内の未熟練労働者の死傷災害の比較（平成30年～令和４年）

飲食店

小売業

社会福祉施設

飲食店

全産業

製造業

建設業

製造業

建設業

道路貨物運送業

道路貨物運送業

小売業

178 175
205

242
224

189

224 226

270

236

386

238

291
261

314

19.7%

23.8%
26.1%

26.9%
25.9%

24.9%

27.0%
29.0%

32.4%

28.9%

37.4%

26.5%

32.9%

30.1%

33.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

0

100

200

300

400

500

600

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4

図８ 転倒災害発生状況

転倒 全体に占める転倒災害の割合
(平成) (令和) (年)
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２　業務上疾病等の推移

H20 H21 H22 H23 H24 計 H25 H26 H27 H28 H29 計 H30 R元 R2 R3 R4 計

4 3 7 3 2 19 2 3 2 6 5 18 6 5 3 1 4 19

うち死亡 2 2 3 1 8 2 1 6 9 3 2 1 1 1 8

1 1 1 5 1 9 3 2 2 1 8 2 2 3 7

うち死亡 1 3 4 2 2 4 1 2 2 5

6 10 7 7 7 37 12 10 10 9 11 52 11 19 6 19 10 65

うち死亡 1 2 4 3 10 5 2 1 2 1 11 0 1 1 1 1 4

2 2 4 3 8 19 1 5 5 2 6 19 2 8 8 3 6 27

うち死亡 2 1 2 5 2 1 1 2 1 7 1 1 1 3

注）　支給決定件数は、支給決定した年度であり、その年度の請求件数よりも多くなる場合がある。

H20 H21 H22 H23 H24 計 H25 H26 H27 H28 H29 計 H30 R元 R2 R3 R4 計

6 7 6 3 4 26 8 5 6 6 6 31 3 7 5 10 8 33

うち肺がん 2 1 2 3 8 2 2 2 6 1 0 2 4 7

うち中皮腫 4 6 4 1 15 5 2 3 2 4 16 2 7 1 5 7 22

5 4 6 2 17 6 7 5 3 3 24 5 4 4 7 10 30

うち肺がん 1 2 1 4 2 1 3 1 1 3 3 8

うち中皮腫 3 4 4 11 3 5 3 2 2 15 2 3 4 2 6 17

H20 H21 H22 H23 H24 計 H25 H26 H27 H28 H29 計 H30 R元 R2 R3 R4 計

7 7 2 2 5 23 2 1 4 3 10 5 1 3 4 13

14 10 12 14 9 59 9 8 9 2 10 38 6 10 2 12 4 34

1 1 1 2 3 7 3 10

21 17 14 16 15 83 12 8 10 6 15 51 11 17 6 15 8 57

表７　脳・心臓疾患及び精神障害の労災認定件数の推移

表８　石綿疾患の発生件数の推移

表９　新規健康管理手帳の交付件数の推移

その他

合　　　計

(年度)

請求件数

支給決定件数

請求件数

支給決定件数

脳
・
心
臓
疾
患

請求件数

支給決定件数

石
綿
関
連
疾
患

じん肺

石綿

第11次防 第12次防 第13次防

(年度)

精
神
障
害

(年度)

第11次防 第12次防

第11次防 第12次防 第13次防

第13次防
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H20 H21 H22 H23 H24 計 H25 H26 H27 H28 H29 計 H30 R元 R2 R3 R4 計

8 17 12 11 17 65 12 8 4 8 3 35 10 16 10 10 6 52

8 11 11 3 5 38 12 3 3 2 6 26 6 10 9 9 6 40

7 6 3 2 1 19 8 3 9 3 23 3 4 2 3 2 14

9 5 5 2 1 22 7 4 4 2 17 3 1 3 2 1 10

29 24 34 16 29 132 28 39 33 47 39 186 39 47 60 37 50 233

61 63 65 34 53 276 59 62 47 66 53 287 61 78 84 61 65 349

H20 H21 H22 H23 H24 計 H25 H26 H27 H28 H29 計 H30 R元 R2 R3 R4 計

11 15 17 14 18 75 11 26 22 26 19 104 22 26 28 23 36 135

9 11 17 14 18 69 11 25 21 26 17 100 20 24 26 22 36 128

※休業４日以上

H20 H21 H22 H23 H24 計 H25 H26 H27 H28 H29 計 H30 R元 R2 R3 R4 計

3 2 2 3 10 5 3 4 5 17 3 4 2 7 2 18

1 3 3 7 1 1 1 1 1 5 1 3 1 1 5 11

2 3 1 5 11 1 4 3 1 4 13 2 5 4 1 1 13

3 6 4 1 14 3 4 7 3 1 18 1 4 5 3 7 20

医療保健業 1 1 3 2 7 2 4 2 1 9 1 3 2 1 7

社会福祉施設 1 3 1 4 3 12 2 5 6 11 5 29 9 5 7 8 14 43

2 1 3 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 7

1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 3

2 1 1 2 3 9 1 1 2 1 5 3 1 4 1 4 13

※休業４日以上

H20 H21 H22 H23 H24 計 H25 H26 H27 H28 H29 計 H30 R元 R２ R３ R４ 計

2 1 3 0 1 1

2 2 9 2 1 16 3 3 4 3 4 17 9 9 8 2 8 36

4 2 10 2 1 19 3 3 4 3 4 17 9 9 8 2 9 37

第13次防

表12　職場における腰痛災害の業種別発生状況

表13　職場における熱中症の発生件数の推移

上記以外の業種

(年度)

第11次防 第12次防 第13次防

死　　亡

表10　主な業務上疾病の発生件数の推移（コロナを除く）

表11　職場における腰痛の発生状況の推移

保健
衛生
業

第11次防 第12次防業　　　種

　　　　　　　　(年度)

休業４日以上

合　　　計

製造業

建設業

道路貨物運送業

商業

接客娯楽業

清掃・と畜業

うち負傷に起因

第13次防

騒音による耳の疾患

振動障害

その他

合　　　計

化学物質等による疾病(がん除く)

じん肺及びじん肺合併症

(年度)

第11次防 第12次防

(年度)

第11次防 第12次防 第13次防

腰　　痛

※その他には、新型コロナウイルス感染症を含む。
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H20 H21 H22 H23 H24 計 H25 H26 H27 H28 H29 計 H30 R元 R２ R３ R４ 計

0 1 1 15 9 6 16 10 56 15 72 24 0 1 112

0 1 1 16 9 6 16 17 64 18 83 25 0 1 127

３　原子力発電所等における労働災害等の推移

H20 H21 H22 H23 H24 計 H25 H26 H27 H28 H29 計 H30 R元 R２ R３ R４ 計

4 4 4 7 1 20 2 6 2 9 18 37 3 9 9 7 124 152

1 1 1 1 0

※休業４日以上 平成29年は集団食中毒による労働災害９件を含む
令和4年は新型コロナによる労災121件も含む

H20 H21 H22 H23 H24 計 H25 H26 H27 H28 H29 計 H30 R元 R２ R３ R４ 計

1 3 3 2 9 1 1 1 3 3 3

1 1 1 1 2 0

表15　原子力発電所等における労働災害発生状況

表16　原子力発電所等における事故状況

第13次防

表14　受動喫煙防止対策助成金の申請状況

第13次防

火災又は爆発の事故

その他

(年度)

第11次防 第12次防

申請事業場数

喫煙室等設置数

労働災害

うち死亡

(年度)

第11次防 第12次防 第13次防

(年度)

第11次防 第12次防

41.5 42.2
40.8 41.4

40
39.9 40.3 40.5 3…

32.4
30.2 30.5

33.9
32.3 32.0

20.9
22.3 21.5 21.1 20.3 20.3

19
20.1 19.3

14.5
15.8

16.9 16.8 16.0
17.0

14.2 14.5 14.7 14.2 14.7

11.8
14 14.2

15.3

11.5 12.2 11.6 12.2 11.9 11.9

3.6 3.8 3.7 3.5 3.3 3.2 2.9 3 3.2 3.4 2.7 2.9 3.1 3.2 3.2

12.4
10.5 11.4 11

9.1 8.9 8.9
10.5

8.3 8.5 8.6 8.6 9.1 9.2 8.8

51.3
52.3 52.5 52.7 52.7 53 53.2 53.6 53.8 54.4

55.8
57.0

58.5 58.7 58.2

65.9 65.9
64.1 63.8

62.8
62 62.9

63.9 63.5

59.6
57.6

58.7
60.8

59.4
60.4

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4

図９ 福井県の一般的健康診断における有所見率（％）

血中脂質 福井県 血圧 福井県 血糖検査 福井県 尿検査(糖) 福井県

心電図 福井県 有所見率 全国 有所見率 福井県

(年)
(令和)(平成)
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